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２ 
組織再編等に伴う常任委員会等の見直し（案） 

 

１ 趣 旨 

  第１回市会定例会において、「市第 97号議案 横浜市事務分掌条例の一部改正」が予算関係

議案として提出され、令和８年３月 23日の予算第二特別委員会における採決では、原案可決と

決定された。 

  本議案は、令和８年４月１日からの組織再編・事務移管について提案するものであり、令和

８年３月 24日の本会議で原案可決となる見込みであるが、これに伴い、横浜市会委員会条例

の一部改正を同日中に行うことが必要となることから、これにあわせた常任委員会等の見直

しについて検討する。 
 
 

２ 組織再編等の概要 

（１）市民目線の政策実現力の向上 

  ○防災・危機管理統括本部の設置 

  ○グローバル都市戦略の推進に向けた事務移管 

   ・国際局【グローバルネットワーク部門等】⇒ 政策経営局へ移管し、局の名称を 

「政策経営・国際戦略局」に変更 

   ・政策経営局【共創推進部門・男女共同参画部門】⇒ 関連局へ移管 

  ○国際平和と多様性を尊重する社会の実現に向けた事務移管 

   ・国際局【総務部門等】、政策経営局【男女共同参画部門】⇒ 市民局へ移管 

  ○未来を創るまちづくりの実現に向けた事務移管 

   ・建築局【都市計画部門】、財政局【公共事業調整部門】⇒ 都市整備局へ移管 

   ・都市整備局【交通政策部門】⇒ 道路局へ移管し、局の名称を「道路・交通政策局」に変更 

（２）持続可能な市政運営の推進 

  ○行財政局の設置 

  ○総務局の機能整理 

 ※上記のほか組織順の一部変更あり 
 
 

３ 常任委員会の見直し 

（１）見直しに当たっての考え方 

○詳細かつ効率的に審査を行うため、委員会数は現行どおり８委員会とする。 

○組織再編・事務移管の内容を踏まえ、従前の委員会との継続性、各局の所管事項の関連性、

各委員会の審査時間の平準化を総合的に勘案し、見直しを行う。 

○市会運営委員会申し合わせ・確認事項に基づき、新設される統括本部は、その総務機能を

担う局と一緒に審査する。 

○令和８年第２回市会定例会において役員改選が行われるまでの間については、変更は最小

限とする。 
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（２）見直し案 

※太字：現行からの変更 ／ 太字（下線あり）：当該見直しにおける変更 

①令和８年４月１日から役員改選まで 

現 行  見直し案（役員改選まで） 

政策経営・総務・財政  政策経営・国際戦略・行財政・総務 

国際・経済・港湾  経済・港湾 

市民・にぎわいスポーツ文化・消防  市民・にぎわいスポーツ文化・消防 

こども青少年・教育  こども青少年・教育 

健康福祉・医療  健康福祉・医療 

脱炭素・GREEN×EXPO推進・みどり環境・資源循環   脱炭素・GREEN×EXPO推進・資源循環・みどり環境 

建築・都市整備・道路  都市整備・建築・道路・交通政策 

下水道河川・水道・交通  下水道河川・水道・交通 

 

②役員改選以降 

  見直し案（役員改選以降） 

  政策経営・国際戦略・行財政・総務 

  にぎわいスポーツ文化・経済・港湾 

  市民・資源循環・消防 

  こども青少年・教育 

  健康福祉・医療 

  脱炭素・GREEN×EXPO推進・みどり環境 

  都市整備・建築・道路・交通政策 

  下水道河川・水道・交通 

 

４ 予算・決算特別委員会の見直し 

（１）現 行 

  ○市会運営委員会申し合わせ・確認事項 

   ・各委員会の局別審査はそれぞれ６日間 

   ・局別審査第６日は、予算（決算）第一特別委員会、予算（決算）第二特別委員会の順で

同日に局別審査を実施 

   ・財政局及び会計室の審査は２委員会を通じて最終日に実施 

    ※運用上、行政委員会等の審査は財政局及び会計室と同一の枠において実施 

  ○局別審査第１日～第５日：５日間×２委員会×２枠（前半・後半）＝20枠 

   局別審査第６日    ：１日間×２委員会×１枠＝２枠 

   ⇒計22枠を各局・統括本部の審査に割当 
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（２）見直しに当たっての考え方 

○組織再編等による局数の減少を踏まえ、審査の枠数を見直す。（計22枠→計21枠） 

○１局当たりの審査時間を現行どおり（各局半日ずつ）確保する。 

○行政・財政運営面での統括機能を担うこととなる「行財政局」の審査は、会計室の審査と

ともに２委員会を通じて最終日に実施する。また、行政委員会等については、行財政局及

び会計室と同一の枠で審査する運用とする。 

○常任委員会と同様に、新設される統括本部は、その総務機能を担う局と一緒に審査する。 

 

（３）見直し案 

  ○各委員会の審査の枠数及び所管局の割振りは次のとおりとし、上記の常任委員会の見直し

に合わせて見直しを行う。 

※太字：現行からの変更 ／ 太字（下線あり）：当該見直しにおける変更 

 第一委員会 第二委員会 

現 行 

国際、経済、港湾 

健康福祉、〔医療、医療局病院経営本部〕 

脱炭素・GREEN×EXPO推進、みどり環境、

資源循環 

建築、都市整備、道路 

計11枠 

政策経営、〔総務、デジタル統括本部〕、

〔財政、会計、行政委員会等〕 

市民、にぎわいスポーツ文化、消防 

こども青少年、教育 

下水道河川、水道、交通 

計11枠 

   

見直し案 

(①令和８年 
４月１日から 
役員改選まで) 

経済、港湾 

健康福祉、〔医療、医療局病院経営本部〕 

脱炭素・GREEN×EXPO推進、資源循環、 

みどり環境 

都市整備、建築、道路・交通政策 

 

  計10枠 

政策経営・国際戦略、〔行財政、会計、行

政委員会等〕、〔総務、防災・危機管理統

括本部〕 

市民、にぎわいスポーツ文化、消防 

こども青少年、教育 

下水道河川、水道、交通 

   計11枠 

   

見直し案 

(②役員改選以降) 

にぎわいスポーツ文化、経済、港湾 

健康福祉、〔医療、医療局病院経営本部〕 

脱炭素・GREEN×EXPO推進、みどり環境 

都市整備、建築、道路・交通政策 

 

 

  計10枠 

政策経営・国際戦略、〔行財政、会計、行

政委員会等〕、〔総務、防災・危機管理統

括本部〕 

市民、資源循環、消防 

こども青少年、教育 

下水道河川、水道、交通 

   計11枠 

  ○審査日数は、第一委員会：５日（10枠）、第二委員会：5.5日（11枠）とする。 

○第二委員会の局別審査最終日（第６日）の取扱いは次のとおりとする。 

 ・他の審査日と同様に午前10時から開催（終了見込 午後１時～１時30分頃） 

・会派持時間は現行の局別審査最終日と同様（会派持時間×1/2（端数切上）） 
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（４）発言持時間 

○予算・決算特別委員会における非交渉会派及び無所属議員の発言持時間の運用方法は、 

 現行どおり年間持時間制とする。 

○年間持時間を算出する際の審査日数は、下表のとおりとする。（波線部：変更箇所） 

 
非交渉会派 無所属議員 

予算 決算 計 予算 決算 計 

総合審査 １日 １日 
22日 

１日 １日 
12日 

局
別
審
査 

第１～５日 10日 10日 ５日 ５日 

第６日 １日 １日 ２日 ※ ※ ※ 

【非交渉会派（２人）の年間持時間】 

［４分×22日］＋［２分×２日］＝ 92分 

     （予算（決算）第一・予算（決算）第二特別委員会合計の持時間） 

     【無所属議員の年間持時間】 

     ［２分×12日］＝ 24分 

    ※予算（決算）第二特別委員会に所属する無所属議員については、年間持時間 

       （24分）に局別審査第６日相当分の持時間（各１分）を加算 

     【１日の発言持時間の上限】 

       総合審査・局別審査第１日～第５日：11分  局別審査第６日：６分 

 

５ 規定整備 

  ○上記のとおり常任委員会や予算・決算特別委員会の見直しを行うことに伴い、必要な規定

の整備を行う。 

（対象：横浜市会委員会条例、市会運営委員会申し合わせ・確認事項） 

 ○施行日は次のとおりとし、それぞれにおける見直し内容に応じて規定の整備を行う。 

  （１）役員改選まで 

・横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行日（令和８年４月１日） 

（２）役員改選以降 

     ・令和８年第２回市会定例会において役員改選を行う日 

  ○経過措置について、横浜市会委員会条例の附則に規定する。 

    ＊［（１）役員改選までについては］改正前の委員会における正副委員長・委員 

は、改正後の委員会の正副委員長・委員に選任されたものとみなす。 

    ＊継続審査中の事件は、改正後の横浜市会委員会条例の規定によりその事件を 

     所管することとなる常任委員会に付議された継続事件とみなす。 
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３ 
横浜市会委員会条例の一部改正（新旧対照表） 

（下線は改正部分） 

現 行 改正案 

 （常任委員会の名称、委員の定数及び所管事

項） 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所

管事項は、次のとおりとする。 

 (1) 政策経営・総務・財政委員会 11人 

   政策経営局、総務局、デジタル統括本部、

財政局、会計室、選挙管理委員会、人事委

員会、監査委員及び議会局の所管に属する

事項 

  

 (2) 国際・経済・港湾委員会 10人 

   国際局、経済局及び港湾局の所管に属す

る事項 

 (3) 市民・にぎわいスポーツ文化・消防委員

会 11人 

   市民局、にぎわいスポーツ文化局及び消

防局の所管に属する事項 

 (4) こども青少年・教育委員会 11人 

   こども青少年局及び教育委員会の所管に

属する事項 

 (5) 健康福祉・医療委員会 11人 

   健康福祉局、医療局及び医療局病院経営

本部の所管に属する事項 

 (6) 脱炭素・GREEN×EXPO 推進・みどり環境・

資源循環委員会 11人 

   脱炭素・GREEN×EXPO 推進局、みどり環境

局、資源循環局及び農業委員会の所管に属

する事項 

 (7) 建築・都市整備・道路委員会 11人 

   建築局、都市整備局及び道路局の所管に

属する事項 

 

 (8) 下水道河川・水道・交通委員会 10人 

   下水道河川局、水道局及び交通局の所管

 （常任委員会の名称、委員の定数及び所管事

項） 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所

管事項は、次のとおりとする。 

 (1) 政策経営・国際戦略・行財政・総務委員

会 11人 

   政策経営・国際戦略局、行財政局、総務

局、防災・危機管理統括本部、会計室、選

挙管理委員会、人事委員会、監査委員及び

議会局の所管に属する事項 

 (2) 経済・港湾委員会 10人 

   経済局及び港湾局の所管に属する事項 

 

 (3) 市民・にぎわいスポーツ文化・消防委員

会 11人 

   市民局、にぎわいスポーツ文化局及び消

防局の所管に属する事項 

 (4) こども青少年・教育委員会 11人 

   こども青少年局及び教育委員会の所管に

属する事項 

 (5) 健康福祉・医療委員会 11人 

   健康福祉局、医療局及び医療局病院経営

本部の所管に属する事項 

 (6) 脱炭素・GREEN×EXPO 推進・資源循環・み

どり環境委員会 11人 

   脱炭素・GREEN×EXPO 推進局、資源循環

局、みどり環境局及び農業委員会の所管に

属する事項 

 (7) 都市整備・建築・道路・交通政策委員会 

11人 

   都市整備局、建築局及び道路・交通政策

局の所管に属する事項 

 (8) 下水道河川・水道・交通委員会 10人 

   下水道河川局、水道局及び交通局の所管
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に属する事項 

 

 

に属する事項 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改

正前の横浜市会委員会条例第２条の規定によ

る次表の左欄に掲げる常任委員会の委員、委

員長又は副委員長に選任されている者は、そ

れぞれ、この条例による改正後の横浜市会委

員会条例第２条の規定による同表の右欄に掲

げる常任委員会の委員、委員長又は副委員長

に選任されたものとみなす。 

政策経営・総務・財

政委員会 

政策経営・国際戦

略・行財政・総務委

員会 

国際・経済・港湾委

員会 

経済・港湾委員会 

 

脱炭素・GREEN×EXPO

推進・みどり環境・

資源循環委員会 

脱炭素・GREEN×EXPO

推進・資源循環・み

どり環境委員会 

建築・都市整備・道

路委員会 

都市整備・建築・道

路・交通政策委員会 

３ この条例の施行の際現にこの条例による改

正前の横浜市会委員会条例第２条の規定によ

る常任委員会において継続審査中の事件につ

いては、それぞれ、この条例による改正後の

横浜市会委員会条例第２条の規定によりその

事件を所管することとなる常任委員会に付議

された継続事件とみなす。 
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市会運営委員会申し合わせ・確認事項の一部改正（新旧対照表） 

（下線は改正部分） 

現 行 改正案 

予算・決算特別委員会 

１ 予算・決算特別委員会における所管局に

ついて 

  予算・決算特別委員会は２委員会を設置

し、それぞれ４常任委員会の所管局とし、

次のとおりとする。 

（委員会名） 

  予算（決算）第一特別委員会：国際、経

済、港湾、健康福祉、医療、医療局病院経営

本部、脱炭素・GREEN×EXPO推進、みどり環

境、資源循環、建築、都市整備、道路 

  予算（決算）第二特別委員会：政策経営、

総務、デジタル統括本部、財政、会計室、選

挙管理委員会、人事委員会、監査委員、議

会、市民、にぎわいスポーツ文化、消防、こ

ども青少年、教育委員会、下水道河川、水

道、交通 

４ 各委員会における発言時間の持時間につ

いて（１日当たり） 

  別紙２ 

７ 委員会審査について 

  委員会審査は、総合審査と局別審査に分

けて実施する。 

(1) （省略）

(2) 局別審査について

ア 各委員会の局別審査は、それぞれ６

日間とし、その日程は各委員会均等と

なるように交互に実施する。ただし、

第６日は、予算（決算）第一特別委員

会、予算（決算）第二特別委員会の順

で同日に局別審査を実施する。 

イ （省略）

予算・決算特別委員会 

１ 予算・決算特別委員会における所管局に

ついて 

  予算・決算特別委員会は２委員会を設置

し、それぞれ４常任委員会の所管局とし、

次のとおりとする。 

（委員会名） 

  予算（決算）第一特別委員会：経済、港

湾、健康福祉、医療、医療局病院経営本部、

脱炭素・GREEN×EXPO推進、資源循環、みど

り環境、都市整備、建築、道路・交通政策 

  予算（決算）第二特別委員会：政策経営・

国際戦略、行財政、総務、防災・危機管理

統括本部、会計室、選挙管理委員会、人事

委員会、監査委員、議会、市民、にぎわい

スポーツ文化、消防、こども青少年、教育

委員会、下水道河川、水道、交通 

４ 各委員会における発言時間の持時間につ

いて（１日当たり） 

  別紙２ 

７ 委員会審査について 

  委員会審査は、総合審査と局別審査に分

けて実施する。 

(1) （省略）

(2) 局別審査について

ア 各委員会の局別審査は、予算（決算）

第一特別委員会を５日間、予算（決算）

第二特別委員会を６日間実施すること

とし、局別審査の第１日から第５日の

日程は、予算（決算）第一特別委員会

と予算（決算）第二特別委員会が交互

となるようにする。 

イ （省略）

４
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  ウ 財政局及び会計室の審査は２委員会

を通じて最終日に実施する。 

  ウ 行財政局及び会計室の審査は２委員

会を通じて最終日に実施する。 

 

※上記の一部改正は令和８年４月１日から適用する。 
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別紙２       特別委員会における発言時間の持時間制 
 

 予算・決算特別委員会における各委員会での発言時間（答弁時間を除く。）は、下記の表のとおり総合審査

及び局別審査１日単位の会派（無所属を含む。以下この項において同じ。）持時間制による。 
 

会派持時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在会派所属議員数を基に算出した会派持時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会 議 時 間：４３５分 

 休 憩 時 間： ９０分 

 審 議 時 間：３４５分 

 発言充当時間：１９０分 

（質問：答弁＝５５：４５） 

 

 各会派の持時間は、会派

所属議員数を基に比例案

分した時間とする。 

 ○算定方法（１委員会当たり） 

           （現在議員数） 
 （発言充当時間）÷         ＝（１人当たりの持時間） 
              ２ 

             ８６ 
   １９０分  ÷         ≒ ４．４２分 
              ２ 

   ４．４２分 × 会派人数 ÷ ２委員会 ＝ 会派持時間 
 

会派 
(議員数) 

自民 
(32) 

公明 
(15) 

立憲 
(12) 

維新 
(７) 

国民 
(６) 

共産 
（５） 

横浜 
（２） 

持
時
間 

総合審査 
71 33 27 15 13 11 ４ 

局
別
審
査 

第１～５日 

第６日 36 17 14 ８ ７ ６ ２ 

                                単位：分 

太田 
(１) 

井上 
(１) 

市民 
（１） 

無 
（１） 

浜風 
（１） 

長え 
（１） 

トモ 
(１) 

計 
(86) 

２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 188 

１ １ １ １ １ １ １ 97 
 

非交渉会派及び無所属議員の予算・決算特別委員会における発言時間の持時間

については、第２回定例会から翌年の第１回定例会までにおける予算・決算特別

委員会の総合審査及び局別審査の発言時間の持時間を合計した時間を年間持時

間とする。ただし、１日の発言時間については、交渉会派の５人の発言持時間※

を越えない範囲とし、発言通告時に申告する。その申告した時間のうち、発言を

行った後に生じた残時間については、繰り越さない。 

なお、非交渉会派の局別審査における持時間は、年間持時間（残時間）から、

総合審査で申告した（する）時間を除いた時間の半分（端数切り捨て）を、予算

（決算）第一特別委員会及び予算（決算）第二特別委員会における持時間とする。

また、局別審査後の残時間の合計及び端数切り捨てとした場合の端数を合わせた

時間を、年間持時間の残時間とする。 
 

審査日数 

 
非交渉会派 無所属議員 

予算 決算 計 予算 決算 計 

総合審査 １日 １日 
22日 

１日 １日 
12日 

局
別
審
査 

第１～５日 10日 10日 ５日 ５日 

第６日 １日 １日 ２日 ＊ ＊ ＊ 
 

非交渉会派(２人) 

の年間持時間 

（４分×22日）＋（２分×２日）＝ 92分 
［予算(決算)第一・予算(決算)第二特別委員会合計の持時間］ 

無所属議員 

の年間持時間 

（２分×12日）＝ 24分 
＊予算（決算）第二特別委員会に所属する場合、年間持時間に局

別審査第６日相当分の持時間（各１分）を加算 

 ※１日の発言時間の上限 総合審査・局別審査第１～５日：11分 

局別審査第６日：６分  
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